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i
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ク
ラ
ー
ー
ク
リ

金
紋
也
。
所
以
稽
a
鞍
降
庄
-
滞
。
』
と
あ
る
。
鞍
容
に
一
町
也
云
々
。
』
と
あ
る

o

-

僚
に
合
光
揃
次
郎
光
守
が
あ
台
、
民
事
元
年
九
用
江

凶
っ
て
設
を
矯
し
た
も
の
で
、
俗
一
偲
採
る
に
足
ら
一
ク
ラ
マ
イ
簸
米
首
姓
が
務
侯
に
封
し
て
上
納
一
州
御
動
座
在
附
衆
者
到
認
に
余
光
次
郎
が
あ
る
。
何

ぬ

。

一

す

る

年

賀

米

は

、

務

内

敢

イ

ヶ

所

に

設

置

せ

ら

れ

る

一

れ

も

石

川

郡

白

党

村

に

関

係

の

あ

る

人

だ

ら

う

。

タ
ラ
ベ
倉
部
石
川
都
中
村
郷
に
鴎
す
る
部
務
。
一
御
臓
に
牧
納
せ
ら
れ
た
。
御
蹴
米
又
は
御
治
米
と
い
一
タ
ヲ
ミ
ツ
カ
ネ
ミ
ツ
倉
光
袋
光

J
ク
ラ
ミ
ツ

寛

文

十

年

か

ら

天

和

四

年

ま

で

椋

部

村

と

密

い

た

。

一

ふ

の

が

是

で

あ

る

。

ナ

リ

ズ

ミ

内

川

浩

成

援

。

源
平
様
表
記
稼
永
二
一
年
五
月
の
僚
に
、
『
源
氏
は
安
一
タ
ラ
マ
イ
キ
ツ
テ
議
米
切
手
務
の
牧
納
し
た
↑
タ
ヲ
ミ
ツ
シ
ョ
ウ
倉
光
産
石
川
郡
に
在
っ
た
。

宅
，
捺
よ
り
お
ち
て
、
今
湊
・
藤
塚
・
小
型
部
・
食
部
・
捜
一
米
殺
を
費
出
い
た
切
手
で
、
一
に
御
印
物
と
も
構
せ
一
永
正
六
年
間
八
月
朔
日
附
流
井
定
近
終
段
頼
陵
利
欝

制
打
溢
て
大
野
庄
に
附
そ
と
る
o
』
と
見
え
る
。
一
ら
れ
、
一
枚
に
想
統
せ
ら
れ
る
敏
悦
は

η.h又
は
一
同
一
に
、
『
御
料
所
加
州
内
川
浩
陀
代
官
馳
之
事
云
々
。
』
と

タ
ラ
ベ
ウ
ヂ
椋
部
氏
自
山
担
に
、
『
跡
中
:
寛
一
流
十
石
で
あ
っ
た
。
御
釘
用
掛
か
ら
緩
行
せ
ら
れ
、
一
あ
っ
て
室
町
内
綜
府
領
で
あ
っ
た
。
後
悦
氏
党
村
が
あ

弘
以
来
上
道
氏
、
始
々
，
耐
入
者
守
部
・
椋
爾
流
、
共
一
米
仲
買
に
よ
っ
て
米
持
で
民
民
せ
ら
れ
た
。
る
。

虫
丸
，
末
琢
也
。
』
と
あ
る
。
こ
の
椋
は
掠
部
で
あ
ら
一
タ
ラ
マ
ヤ
マ
鍍
馬
山
鹿
島
郡
小
島
の
両
方
に
一
ク
ラ
ミ
ツ
ナ
リ
ズ
ミ
倉
光
成
澄
源
平
椛
表
記

号
。
ュ
一
州
奇
談
は
守
部
・
椋
部
二
家
と
欝
い
て
屑
る
。
一
在
る
山
o
w
m
さ
七
二
米
0

・
議
永
一
一
年
四
月
に
、
木
骨
義
仲
が
加
賀
凶
の
住
人
林

ク
ラ
ベ
ガ
ハ
倉
部
川
石
川
郡
に
在
る
。
手
取
一
タ
ヲ
ミ
倉
見
利
北
地
井
上
院
に
臨
す
ろ
総
務
。
一
六
郎
新
明
・
汽
慌
-
一
一
郎
成
滋
等
を
大
勝
と
し
て
、
越

川
七
ヶ
用
水
の
中
村
用
水
が
、
松
任
を
経
、
食
部
の
一
ク
ヲ
ミ
蔽
見
承
久
一
一
一
年
注
訟
の
鵠
m
m
R
凶
川
激
一
前
の
縫
城
に
誼
は
し
た
と
あ
り
、
文
六
月
に
は
‘
平

西
に
於
い
て
海
に
入
る
も
の
を
食
部
川
と
い
ふ
o
倭
一
円
録
珠
洲
郡
の
巾
に
斗
披
見
村
十
四
町
一
一
日
向
九
、
元
一
家
が
成
合
で
返
し
戦
う
た
際
、
加
賀
川
附
住
入
品
川
光
三

渡
三
才
闘
曾
に
、
『
松
任
本
窪
寺
。
初
天
台
宗
。
於
二
久
二
年
検
注
凶
。
』
と
あ
る
政
見
村
は
、
今
の
本
村
で
一
郎
成
積
一
一
十
俄
騎
で
攻
懸
け
た
と
あ
る
。
備
中
の
佳

品
川
部
川
-
溺
品
規
制
励
叩
殴
宗
鑓
=
弟
子
刊
』
と
あ
る
。
一
あ
る
。
岡
村
光
楽
寺
の
節
銘
に
は
若
山
郷
賊
見
村
と
一
人
妹
尾
太
郎
鎌
牒
そ
生
捕
っ
た
の
も
成
穏
で
あ
っ
た

タ
ラ
ベ
ゴ
ウ
椋
部
郷
石
川
部
の
古
郷
名
で
、
一
あ
り
、
能
m
R
b
n
跡
芯
に
も
『
此
の
村
や
・
般
見
村
と
い
一
が
、
同
年
間
十
月
備
巾
に
赴
き
て
銑
艇
の
鑓
に
欺
き

和
名
抄
に
見
え
る
が
訓
を
闘
い
て
ゐ
る
。
加
賀
志
徴
一
ひ
て
、
元
は
一
一
一
附
椴
羽
毎
年
三
月
九
日
初
引
の
日
よ
一
殺
さ
れ
た
。
源
平
憾
表
記
の
此
の
僚
で
は
成
滋
を
乗

に
は
棒
削
鳳
卿
の
椋
部
考
古
遊
記
に
、
和
名
抄
の
古
一
・
り
御
前
興
出
座
あ
り
。
云
々
。
近
々
玉
R
の
祭
と
一
党
と
し
て
、
無
党
は
白
山
都
到
の
御
領
、
末
寺
末
枇

本
に
椋
部
や
・
久
良
波
之
と
訓
ず
る
と
あ
る
を
引
い
一
て
、
今
も
村
々
に
餅
な
ど
っ
き
て
祭
れ
り
。
此
の
村
一
の
院
附
や
.
M
代
倒
し
、
跡
事
仰
寺
の
供
米
脅
抑
領
し
、

，
ヲ
内

-

v

-

て
、
然
ら
ば
合
椅
部
が
こ
字
に
な
っ
た
も
の
だ
ら
う
一
は
終
り
な
れ
げ
、
鞍
見
の
玉
開
は
跡
玉
m
m
k
一
京
総
あ
守
剰
へ
平
山
水
寺
の
は
民
密
知
明
の
宥
さ
れ
た
青
梅
献
し

と

論

じ

て

跨

る

。

後

世

倉

部

村

が

あ

る

。

一

・

り

。

』

と

見

え

る

。

て

、

六

僚

制

原

に

首

青

銅

ね

な

ど

し

た

か

ら

、

こ

の

ク
ラ
ベ
コ
ウ
コ
ユ
ウ
キ
椋
部
品
噌
古
港
記
一
加
。
一
ク
ラ
ミ
ツ
倉
光
石
川
郡
巾
村
郷
に
幽
す
る
邸
・
際
報
や
・
得
た
も
の
だ
と
し
て
ゐ
る
。

徳
川
鳳
卿
響
。
天
保
」
』
一
年
二
月
に
成
っ
た
も
の
。
一
務
。
費
永
誌
に
、
こ
の
村
領
に
股
之
制
内
と
縛
し
て
、
.
ク
ラ
ミ
ツ
ノ
ヤ
カ
タ
倉
光
館
石
川
郡
食
光
領

石
川
部
氏
部
村
附
涯
に
遊
ん
で
、
鶴
蹴
古
賀
脅
捜
索
一
若
林
長
門
の
腕
跡
が
あ
る
と
視
す
る
。
一
に
在
っ
て
、
今
館
山
と
構
し
、
白
川
米
三
郎
成
滋
の
腐

し
た
記
事
で
、
漢
文
で
書
か
れ
て
ゐ
る
。
一
タ
ヲ
ミ
ツ
ウ
ヂ
倉
光
氏
源
平
時
袋
恕
議
永
二
』
で
あ
っ
た
と
い
ふ
。

ク
ラ
ベ
ハ
マ
倉
部
漬
石
川
郡
に
屈
す
る
。
勉
一
年
に
加
賀
闘
の
住
人
氏
党
三
郎
成
液
が
あ
り
、
弘
改
…
タ
ラ
ミ
ツ
ホ
倉
光
保
石
川
郡
に
在
っ
た
。
文

穀
賀
三
州
窓
に
、
天
正
五
年
九
月
長
一
族
の
首
を
掠
一
十
年
十
月
十
一
日
附
北
俊
民
の
鋭
利
訟
に
、
白
川
滞
況
一
明
十
一
一
年
十
月
ご
日
附
布
施
英
議
・
松
凶
点
牒
の
一

邸
前
に
泉
し
た
と
あ
る
。
一
郎
入
道
税
昭
が
見
え
、
臨
永
サ
一
年
四
月
十
九
日
附
↑
色
式
部
少
峨
政
燃
に
奥
へ
た
執
建
献
に
、
御
料
所
加

タ
ラ
ベ
ホ
椋
部
保
.
石
川
郡
に
在
っ
た
。
越
前
一
足
利
義
持
納
判
の
文
書
に
氏
党
際
増
丸
が
あ
り
、
隆
一
州
食
品
山
保
と
あ
っ
て
‘
室
町
内
榊
府
領
で
あ
っ
た
。
食

気
比
紳
祉
の
建
筒
二
年
九
月
気
路
神
宮
厨
醤
米
自
録
一
涼
軒
目
機
長
除
三
年
十
一
月
十
一
日
の
僚
に
氏
光
若
一
光
庄
と
す
る
も
の
も
之
に
悶
じ
い
。

に
、
『
掠
留
保
加
賀
凶
、
件
保
往
昔
御
紳
領
岡
沼
間
七
一
一
波
守
が
あ
り
、
親
元
日
記
文
明
七
年
七
月
品
川
三
日
の
一
ク
ヲ
ヤ
キ
へ
Z

倉
屋
喜
兵
衛
大
現
寺
の
市
入
。

二
六
八

勝
間
氏
、
蹄
は
一
貫
。
安
保
二
年
江
沼
郡
額
見
に
生

ま
れ
、
務
の
御
髄
式
用
問
小
間
物
商
会
屋
仁
兵
衛
に

養
は
れ
た
。
鐸
患
を
商
同
一
知
及
び
小
池
余
繁
に

感
び
、
菅
生
石
部
制
祉
・
山
代
薬
師
堂
・
那
谷
翻
脅
常

に
翠
額
し
た
。
明
治
rH一
年
夜
、
事
年
四
十
。

ク
ヲ
ヤ
ド
議
宿
文
札
差
と
も
い
ひ
、
領
内
縦

要
の
地
所
々
に
存
し
た
。
議
士
の
知
行
既
に
臨
す
る

百
姓
は
、
地
頭
の
牧
納
す
べ
き
年
賀
米
を
、
地
闘
の

特
約
せ
る
臓
宿
に
持
出
世
し
、
縦
宿
は
米
慣
と
鈍
・
ど
を

検
し
て
向
家
の
食
障
に
牧
納
す
る
。
地
頭
た
る
諸
士

は
年
中
の
飯
米
を
鷺
定
し
、
そ
の
他
は
相
場
の
上
下

脅
測
っ
て
臓
宿
に
命
じ
質
却
せ
し
め
る
o
m
m備
は
蛾

験
料
を
牧
め
る
を
梁
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
‘
家
政

の
不
如
意
な
る
諸
士
に
封
し
て
、
将
来
の
牧
納
米
・
令

指
話
と
し
て
、
金
融
の
佐
世
謀
る
こ
と
を
も
刷
業
と

し
て
ゐ
た
。

ク
ヲ
ヰ
ガ
ハ

務。

位
JII 

石
川
郷
林
郷
に
属
す
む

r

部

倶
利
伽
語

河
北
郡
河
村
郷
に
臨
す

ク
リ
カ
ラ

る
部
務
。

ク
"
カ
ラ
ゴ
シ
ヤ
ゴ
ン
ヂ
ン
倶
利
伽
癒
亘
社
櫨

現
河
北
側
側
供
利
伽
綴
の
手
向
前
世
ハ
醤
長
繁
寺
V

か

ら
東
に
管
る
と
、
こ
の
附
近
第
一
の
高
地
凶
見
に
注

し
、
そ
こ
に
あ
る
急
峻
な
石
併
を
百
八
坂
と
い
ふ
。

頂
上
に
五
個
の
石
癒
を
設
け
、
議
議
鳴
館
・
胸
泌
突

知
命
・
菊
理
比
質
命
・
閥
常
立
命
・
臨
静
夫
県
.
や
・
翠
記

し
て
、
そ
れ
を
五
社
線
到
と
い
う
た
の
で
あ
る
が
、

今
は
そ
の
一
癒
を
失
4
て
ゐ
る
。

夕
日
カ
ヲ
ザ
ン
チ
ョ
ウ
ラ
タ
タ
Z
ン
ギ
倶
利
伽

諸
山
長
祭
寺
線
記
一
容
。
河
北
郡
供
利
伽
線
不
動

の
縁
起
で
あ
る
。

ク
9
カ
ラ
タ
ヨ
ウ
倶
利
伽
露
按
河
北
部
飢
利

伽
羅
に
在
っ
て
、
今
の
長
築
寺
域
内
で
あ
ら
号
。
議


